
　
１
９
４
８
年
（
昭
和
23
年
）
12
月
10
日
、

国
際
連
合
第
３
回
総
会
で
世
界
人
権
宣
言

が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
採
択
日
で
あ
る
12

月
10
日
は
人
権
デ
ー
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

法
務
省
は
翌
年
の
１
９
４
９
年
（
昭
和

24
年
）
か
ら
毎
年
、
人
権
デ
ー
を
最
終
日

と
す
る
１
週
間
を
「
人
権
週
間
」
と
定
め
、

人
権
を
尊
重
す
る
意
識
を
高
め
る
よ
う
呼

び
か
け
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
今
な
お
、
Ｄ
Ｖ
、
各
種
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
、
い
じ
め
や
児
童
虐
待
、
イ
ン

　人権デー（12 月 10 日）および人
権週間（12 月 4 日～10 日）にちな
んで、特設人権相談所を開設します。
　新型コロナウイルス感染防止のた
め、当日は事前に検温を行い、マス
クの着用、手指の消毒などへのご協
力をお願いします。
　感染の拡大状況によっては中止す
る場合があります。
と　き
　12 月３日㈯ 10 時～15 時
ところ
　総合市民会館１階小集会室
相談内容
　暮らしの中で起こるさまざまな人
権問題（家庭内、近隣間、学校、職
場内など）
※相談無料、秘密厳守、予約不要
相談員

　子どもたちが協力して花を咲かせる
ことで、命の大切さや思いやりの心を
育ててほしいという願いを込めて毎年
行っている『人権の花運動』。11 月７
日㈪、人権擁護委員が、小方小学校を
訪れ、２年生 56 人にチューリップの
球根 264 個とプランター、培養土な
どを贈りました。
　代表の入山愛子さんが、「いただい
た花は大切に育てます」とお礼の言葉
を述べました。

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
誹ひ

謗ぼ
う

中
傷
、
感
染
症

や
障
害
、
国
籍
を
理
由
と
す
る
偏
見
や
差

別
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
が
存
在

し
て
い
ま
す
。

　

国
連
の
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
）
が
掲
げ
る
「
誰
一
人
取
り
残
さ
な

い
」
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、「
人
権
週
間
」

を
機
会
と
し
て
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
を
自
分
の
こ
と
と

し
て
考
え
、
全
て
の
人
が
お
互
い
の
違
い

を
認
め
、
尊
重
し
、
助
け
合
う
こ
と
の
で

き
る
社
会
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

第７４回

人
権
週
間

問
い
合
わ
せ　

自
治
振
興
課　

☎
59
２
１
４
５

問い合わせ　自治振興課　☎59-2145

12
月
４
日
日
▼
10
日
土

命
の
花
を
咲
か
せ
て

　
　

 『
人
権
の
花
運
動
』

誰
一
人
取
り
残
さ
な
い

　池上宏さん、古原陽子さん、土坂マチ子さん、
弘兼秀子さん、前安井美千子さん、
正木靜夫さん、山本竹生さん

　令和４年度「大竹市二十歳のつどい」が
開催されます。お誘いあわせの上、ぜひ参
加してください。
対　象　生年月日が、平成 14 年 4 月 2 日
から平成 15 年 4 月 1 日までの方
持参品　案内状（市外に転出した後にさら
に転出された場合などにより案内状が届か
ないことがありますが、対象者であれば当
日参加できます）
感染症対策について
⃝入場時の検温・手指消毒を実施します。
⃝当日はマスクの着用をお願いします。ま

た事前に自宅で検温をし、発熱がある場
合は参加を見合わせてください。

※内容などについては、随時ホームページに
掲載していきますので、確認をお願いします。

開設

特
設
人
権
相
談
所

問
い
合
わ
せ　

自
治
振
興
課　

☎
59
２
１
４
５

人権擁護委員の前安井美千子さんが、「また見に来ます」と子ども
たちに伝えます。

二十歳のつどい
1月9日 月・祝

問い合わせ　生涯学習課 ☎53-5800

Reunion

再会

13時から
（受け付け12時から）

令和5年

アゼリアおおたけ

不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い

　

障
害
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
正
当
な
理

由
な
く
、
障
害
を
理
由
と
し
て
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
を
拒
否
す
る
こ
と
や
、
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
に
あ
た
っ
て
場
所
や
時
間
帯
な
ど

を
制
限
す
る
こ
と
、
障
害
の
な
い
人
に
は

つ
け
な
い
条
件
を
付
け
る
こ
と
な
ど
が
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

正
当
な
理
由
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合

は
、
障
害
の
あ
る
人
に
そ
の
理
由
を
説
明

し
、
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

具
体
例

⃝

受
け
付
け
の
対
応
を
拒
否
す
る

⃝

本
人
を
無
視
し
て
介
助
者
や
支
援
者
、

付
き
添
い
の
人
だ
け
に
話
し
か
け
る

⃝

学
校
の
受
験
や
、
入
学
を
拒
否
す
る

⃝

住
居
を
探
す
と
き
に
、
障
害
者
物
件
は

な
い
と
言
っ
て
対
応
し
な
い

⃝

保
護
者
や
介
助
者
が
一
緒
に
い
な
い
と

お
店
に
入
れ
な
い

困
っ
た
と
き
は
…

　

障
害
の
あ
る
人
は
、
不
当
な
差
別
的
取

り
扱
い
を
受
け
た
な
ど
困
っ
た
こ
と
が
あ

れ
ば
、
福
祉
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

令
和
４
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
額
は

１
カ
月
１
万
６
５
９
０
円
で
す
。
納
め
た

保
険
料
は
全
額
「
社
会
保
険
料
控
除
」
の

対
象
と
な
り
ま
す
。（「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
は
、
令

和
４
年
１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
の

間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方

へ
、
令
和
４
年
10
月
下
旬
か
ら
11
月
上
旬

に
か
け
て
順
次
発
送
さ
れ
て
い
ま
す
）

　

ま
だ
納
付
し
て
い
な
い
方
は
、
近
く
の

金
融
機
関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
な
ど
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
年
金
事
務
所
へ
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
と
き
は

　

国
民
年
金
に
は
、
所
得
に
よ
っ
て
保
険

料
納
付
が
免
除
さ
れ
た
り
猶
予
さ
れ
た
り

す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
納
付
が
困
難
だ

か
ら
と
い
っ
て
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、
必
ず

保
健
医
療
課
国
保
年
金
係
の
窓
口
で
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
保
険
料
免
除
な
ど
に
承
認
さ
れ

た
期
間
（
一
部
免
除
承
認
期
間
に
お
い
て
、

減
額
さ
れ
た
保
険
料
の
納
付
が
な
い
期
間

は
除
か
れ
ま
す
）
は
、
老
後
に
年
金
を
受

け
取
る
た
め
の
資
格
期
間
に
含
ま
れ
る
だ

け
で
な
く
、
万
一
の
時
に
、
障
害
基
礎
年

金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
た
め
の

資
格
期
間
に
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
失
業
さ
れ
た
方
は
、
離
職
票
や

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
な
ど
を
添
付
す

れ
ば
、
失
業
さ
れ
た
方
の
前
年
の
所
得
を

考
慮
せ
ず
審
査
す
る
特
例
も
あ
り
ま
す
の

で
、
必
ず
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

福祉
の
とびら

福祉
の
とびら
No.101No.101

障
害
者
差
別
解
消
法

困
っ
た
ら
迷
わ
ず
相
談
を
―

問
い
合
わ
せ　

福
祉
課　

☎
59
２
１
４
６

障害がある方で就労を希望される方の相談を受け付けます。
予約制のため、前日までに電話で申し込んでください。

障害者
就労相談
と　き ところ12月8日㈭10時～12時 市役所

広島西障がい者就業・生活支援センターもみじ
☎0829-34-4717

申し込み／
問い合わせ

国民年金保険料の
納め忘れはありませんか？
問い合わせ
　広島西年金事務所　☎082-535-1505
　保健医療課　☎59-2141

年金
の
はなし

年金
の
はなし

年金
の
はなし

年金
の
はなし
№314№314
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住
民
税
非
課
税
世
帯
等
支
給
対
象

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
世
帯

①
令
和
４
年
６
月
１
日
時
点
で
市
内
に
住

ん
で
い
る

②
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
方
全
員
が
、
令

和
４
年
度
分
の
住
民
税
が
非
課
税
と

な
っ
て
い
る
（
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て

い
る
方
の
扶
養
親
族
な
ど
の
み
で
構
成

さ
れ
る
世
帯
は
除
く
）

③
令
和
３
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に

対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金
を
受
け
取
っ

て
い
な
い

手
続
き

　

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
確
認
書

を
送
っ
て
い
ま
す
。

家
計
急
変
世
帯
支
給
対
象

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
世
帯

①
令
和
４
年
１
月
以
降
、
家
計
が
急
変
し
、

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
方
全
員
が
、
令

和
４
年
度
分
の
住
民
税
が
非
課
税
で
あ

る
世
帯
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め

ら
れ
る

②
令
和
３
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に

対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金
を
受
け
取
っ

て
い
な
い

手
続
き

　

地
域
介
護
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
際
に
①
本
人
確
認
書
類
②
令
和
４
年

１
月
以
降
の
直
近
の
１
カ
月
の
収
入
ま
た

は
所
得
が
確
認
で
き
る
書
類
（
給
与
明
細

の
写
し
な
ど
）
③
支
給
を
希
望
す
る
金
融

機
関
口
座
の
通
帳
の
３
つ
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

申
請
期
限

　
12
月
28
日
㈬

※
不
明
な
点
は
地
域
介
護
課
へ
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

内
閣
府
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
受 

付
時
間　
９
時
〜
20
時
（
土
・
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く
）

　
　
０
１
２
０-

５
２
６-

１
４
５

®

住
民
税
非
課
税
世
帯
支
給
対
象

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
世
帯

①
９
月
30
日
時
点
で
市
に
住
ん
で
い
る

②
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
方
全
員
が
、
令

和
４
年
度
分
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課

税
と
な
っ
て
い
る
（
住
民
税
が
課
税
さ

れ
て
い
る
方
の
扶
養
親
族
な
ど
の
み
で

構
成
さ
れ
る
世
帯
は
除
く
）

手
続
き

　

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
確
認
書

を
送
り
ま
す
の
で
、
内
容
を
確
認
し
、
返

送
し
て
く
だ
さ
い
。

返
送
期
限

　
令
和
５
年
２
月
28
日
㈫

家
計
急
変
世
帯
支
給
対
象

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
支
給
対
象
②
に

該
当
し
な
い
も
の
の
、
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
方
全
員
の
１
年
間
の
収
入
見
込
額
ま

た
は
所
得
見
込
額
が
、
予
期
せ
ず
住
民
税

非
課
税
と
な
る
水
準
に
相
当
す
る
額
以
下

に
急
変
し
た
世
帯

手
続
き

　
地
域
介
護
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
際
に
①
本
人
確
認
書
類
②
令
和
４
年

１
月
か
ら
12
月
ま
で
の
任
意
の
１
カ
月
の

収
入
額
が
確
認
で
き
る
書
類
（
給
与
明
細

の
写
し
な
ど
）、
そ
の
他
収
入
所
得
が
確

認
で
き
る
も
の
③
支
給
を
希
望
す
る
金
融

機
関
口
座
の
通
帳
の
３
つ
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

申
請
期
限

　
令
和
５
年
２
月
28
日
㈫

※
不
明
な
点
は
地
域
介
護
課
へ
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

内
閣
府
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
受
付
時
間　
９
時
〜
20
時

　
　
０
１
２
０-

５
２
６-

１
４
５

　
（ 

土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
12
月
29
日
㈭
〜

１
月
３
日
㈫
を
除
く
）

®

令和４年度住民税非課税世帯
等に対する臨時特別給付金の
申請をお急ぎください

問い合わせ
　地域介護課　☎59-2152

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さま
ざまな困難に直面した方に対し、生活・暮らしの支援を行うた
め、一世帯あたり10万円の臨時特別給付金を支給しています。

問
い
合
わ
せ　

地
域
介
護
課　

☎
59
２
１
５
２

　

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
な
ど
の
価
格
高
騰
に
よ
り
負
担
が
増

加
し
︑
特
に
家
計
へ
の
影
響
が
大
き
い
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

方
な
ど
に
対
し
︑
生
活
・
暮
ら
し
の
支
援
を
行
う
た
め
︑
一
世

帯
あ
た
り
５
万
円
の
緊
急
支
援
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
︒

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等

価
格
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金

　

高
齢
者
を
狙
っ
た
悪
質
商
法
の
手
口
は

日
々
変
化
し
、
高
額
な
被
害
が
相
次
い
で

い
ま
す
。
普
段
家
族
と
離
れ
て
暮
ら
し
て

い
る
場
合
は
、
年
末
年
始
に
帰
省
し
た
ら

確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。

高
齢
者
の
消
費
者
被
害

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

周
囲
の
様
子

□
家
に
見
慣
れ
な
い
人
が
出
入
り
し
て
い

な
い
か

□
不
審
な
電
話
の
や
り
と
り
が
な
い
か

□
家
に
見
慣
れ
な
い
も
の
、
未
使
用
の
も

の
が
増
え
て
い
な
い
か

□
見
積
書
、
契
約
書
な
ど
の
不
審
な
書
類

や
名
刺
な
ど
が
な
い
か

□
家
の
屋
根
や
外
壁
、
電
話
機
周
辺
な
ど

に
不
審
な
工
事
の
形
跡
は
な
い
か

□
カ
レ
ン
ダ
ー
に
見
慣
れ
な
い
事
業
者
名

な
ど
の
書
き
込
み
が
な
い
か

本
人
の
様
子

□
定
期
的
に
お
金
を
ど
こ
か
に
支
払
っ
て

い
る
形
跡
は
な
い
か

□
生
活
費
が
不
足
し
た
り
、
お
金
に
困
っ

て
い
た
り
す
る
様
子
は
な
い
か

□
何
か
を
買
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
な
い

な
ど
、
判
断
能
力
に
不
安
を
感
じ
る
こ

と
は
な
い
か

高
齢
者
に
多
い
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル

【
架
空
請
求
】

　
身
に
覚
え
の
な
い
請
求
を
さ
れ
た
場
合
、

慌
て
て
相
手
に
連
絡
し
た
り
お
金
を
支

払
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

【
定
期
購
入
お
試
し
の
は
ず
が
・
・
・
】

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
で
は
、
お
試
し

の
つ
も
り
で
申
し
込
ん
だ
ら
定
期
購
入
に

な
っ
て
い
た
と
い
う
ト
ラ
ブ
ル
が
増
加
！

【
送
り
付
け
商
法
】

　

注
文
し
て
い
な
い
の
に
一
方
的
に
送
り

つ
け
ら
れ
た
商
品
は
、
直
ち
に
処
分
可
能

で
す
。
金
銭
の
支
払
い
義
務
な
し
！

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
】

　

料
金
が
安
く
な
る
と
言
わ
れ
て
別
業
者

に
乗
り
換
え
た
け
ど
、
認
識
と
ち
が
う
契

約
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
ト
ラ
ブ
ル
も
。

【
偽
サ
イ
ト
・
不
審
サ
イ
ト
】

　

欲
し
か
っ
た
商
品
が
格
安
に
な
っ
て
い

る
サ
イ
ト
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
偽
サ
イ

ト
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

【
不
審
な
リ
フ
ォ
ー
ム
、
点
検
商
法
】

　
「
補
助
金
と
保
険
金
が
受
給
で
き
る
と

勧
誘
さ
れ
て
屋
根
の
工
事
の
契
約
を
し
た

が
虚
偽
だ
っ
た
」
と
い
う
相
談
も
。

　

少
し
で
も
変
化
に
気
づ
い
た
ら
、
高
齢

者
に
声
を
か
け
ま
し
ょ
う
。
高
齢
者
を
傷

つ
け
な
い
よ
う
に
話
し
か
け
て
聞
き
出
す

こ
と
も
重
要
で
す
。
ス
ト
レ
ー
ト
に
聞
く

の
で
は
な
く
、
穏
や
か
に
話
す
の
が
ポ
イ

ン
ト
で
す
。

　

高
齢
者
が
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
た

場
合
は
、
少
し
で
も
早
く
専
門
の
相
談
員

に
つ
な
ぐ
こ
と
が
大
切
で
す
。
消
費
者
ト

ラ
ブ
ル
の
場
合
は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ

つ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

（
参
考
資
料
：
広
島
県
生
活
セ
ン
タ
ー
チ
ラ
シ
「
家
族

の
見
守
り
が
高
齢
者
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぎ
ま
す
」、
消
費

者
庁
チ
ラ
シ
「
高
齢
者
に
多
い
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
」）

　

地
方
税
法
で
は
、
所
得
税
と
同
様
に
給

与
を
支
払
う
事
業
主
（
給
与
支
払
者
）
が

従
業
員
（
納
税
者
）
へ
支
払
う
給
与
か
ら

個
人
住
民
税
を
天
引
き
し
て
、
従
業
員
が

住
む
市
町
村
に
納
付
（
特
別
徴
収
）
す
る

こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

特
別
徴
収
に
す
る
と
、
従
業
員
は
納
付

に
行
く
手
間
が
省
け
、
税
の
納
め
忘
れ
も

防
げ
ま
す
。
ま
た
、
納
期
が
年
12
回
に
な

る
た
め
、
個
人
納
付
（
普
通
徴
収
）
に
比

べ
て
１
回
あ
た
り
の
納
税
額
が
少
な
く
な

り
ま
す
。

　

県
内
全
て
の
市
町
で
は
、
納
税
者
間
の

公
平
性
、
納
税
者
の
利
便
性
な
ど
を
確
保

し
、
納
税
忘
れ
な
ど
を
防
ぐ
た
め
、
令
和

２
年
度
か
ら
従
業
員
の
個
人
住
民
税
は
一

部
例
外
を
除
き
、
原
則
全
て
特
別
徴
収
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

事
業
主
の
み
な
さ
ん
、
個
人
住
民
税
の

特
別
徴
収
実
施
に
つ
い
て
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

消費者
シリーズ
消費者
シリーズ
No.259No.259

問
い
合
わ
せ

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
︵
産
業
振
興
課
内
︶　

☎
57
３
２
３
６

　
︻
相
談
日
︼
火
・
金
曜
日
︵
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
︶

　
　
　
　
　

 

９
時
～
12
時
・
13
時
～
16
時

　

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン　

☎
１
８
８

　
︻
相
談
日
︼ 
原
則
毎
日
、
消
費
生
活
相
談
窓
口
を
案
内

︵
年
末
年
始
を
除
く
︶

ひっかからないカモくん

しっかり
確認しよう！

見守りで被害を防止！

事業主の皆さんへ
個人住民税を
 特別徴収に
　　問い合わせ

市民税務課　☎59-2128　

高
齢
者
が
狙
わ
れ
て
い
ま
す
！

家
族
の
見
守
り
が
、

高
齢
者
の
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぎ
ま
す
。
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令
和
５・
６
年
度
に
市
が
発
注
す
る
建

設
工
事
や
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

等
業
務
の
入
札
参
加
業
者
の
申
し
込
み

（
窓
口
申
請
）
を
受
け
付
け
ま
す
。

受
付
期
間

　
令
和
５
年
１
月
10
日
㈫
〜
27
日
㈮（
必
着
）

受
付
時
間　

土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

９
時
〜
17
時

提
出
書
類

　

資
格
申
請
書
一
式
（
市
独
自
様
式
、
添

付
書
類
、
Ｃ
Ｄ
）

　

役
目
を
終
え
た
パ
ッ
カ
ー
車
２
台
を
一

般
競
争
入
札
で
売
り
払
い
ま
す
。
入
札
参

加
申
し
込
み
に
必
要
な
書
類
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

売
り
払
い
物
件　
別
表
・
別
図
の
と
お
り

入
札
参
加
資
格

　

令
和
３・
４・
５
年
度
大
竹
市
競
争
入
札

参
加
資
格
で
「
物
品
調
達
」
の
認
定
を
受

け
て
い
る
方
、
ま
た
は
市
内
在
住
、
も
し

く
は
勤
務
の
方

申
込
方
法

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
仕

様
書
な
ど
を
確
認
し
、
入
札
参
加
希
望
書

な
ど
の
必
要
書
類
を
監
理
課
へ
。

申
込
期
限　
12
月
16
日
㈮
17
時

開
札
日
時　
令
和
５
年
１
月
19
日
㈭

⃝

５
号
車　
10
時

⃝

６
号
車　
10
時
30
分

開
札
場
所　
市
役
所
４
階
第
２
会
議
室

申
請
方
法　

持
参
ま
た
は
郵
送
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他

　

申
請
の
手
引
、
市
独
自
様
式
は
監
理
課

に
あ
り
ま
す
。
デ
ー
タ
で
の
提
出
を
お
願

い
す
る
も
の
も
あ
る
た
め
、
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

提
出
先

　
〒
７
３
９-

０
６
９
２

　
大
竹
市
小
方
１
丁
目
11
番
１
号

　
建
設
部
監
理
課
庶
務
係

消防団員募集
消防団は若い力、女性の
力を必要としています。
自分の大切な町、大切な
人を一緒に守りましょう。

問い合わせ　消防本部消防課
☎53-7708 入団申請用

ＱＲコードです。

【別表】

物件名 数量 初度登録 車名 車台番号 走行距離

パッカー車
（5号車） 1台 平成14年

７月 三菱 FE73CB500033 176,812㎞

パッカー車
（6号車） 1台 平成10年

12月
ニッサン
ディーゼル BKR66E7744494 117,750㎞

※大竹市の文字やマークなどは、落札者の負担で消去する必要があります。

パッカー車売り払い
　　　　　　問い合わせ
　　　　　　　監理課　☎59-2160

（塵
じん

 芥
かい

 車
しゃ

）

【別図】

6号車 5号車

一
般
競
争

入

札

建
設
工
事
な
ど
の
入
札
参
加
資
格

審
査
受
け
付
け

　
　
　
　
　
　
　

問
い
合
わ
せ　

監
理
課　

☎
59
２
１
６
０

「ひろしま環境の日」一斉行動
毎月第１土曜日は「ひろしま環境の日」です。

環境整備課 ☎59-２１５４
家庭で、職場で、できることからはじめましょう。

12月のテーマ12月のテーマ
やってみよう省エネ生活！
～できるだけ階段を利用しよう～
やってみよう省エネ生活！
～できるだけ階段を利用しよう～

廃
棄
物
の
不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す
。

不
法
投
棄
を
見
か
け
た
場
合
は
通
報
し
、

不
法
投
棄
の
防
止
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

不
法
投
棄
防
止
に

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す

　

市
は
、
不
法
投
棄
が
多
く
見
ら
れ
る
場

所
を
中
心
に
、
職
員
が
日
々
、
市
域
全
体

を
パ
ト
ロ
ー
ル
し
て
不
法
投
棄
の
早
期
発

見
、
未
然
防
止
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
パ
ト
ロ
ー
ル
の
状
況
や
市
民
の

皆
さ
ん
か
ら
の
通
報
な
ど
に
基
づ
き
、
不

法
投
棄
が
繰
り
返
さ
れ
る
場
所
に
は
、
監

視
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
な
ど
重
点
的
な
対

応
に
も
努
め
て
い
ま
す
。

団
体
に
よ
る
活
動
も
展
開
さ
れ
て
い
ま
す

　

公
衆
衛
生
推
進
協
議
会
で
は
、
不
法
投

棄
防
止
専
門
委
員
会
を
設
置
し
て
独
自
に

パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
自
治
会
連
合
会
で
も
、
各
自
治
会

が
地
域
ご
と
に
不
法
投
棄
に
関
す
る
実
態

調
査
を
実
施
す
る
な
ど
、
市
民
自
ら
不
法

投
棄
防
止
へ
の
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

不
法
投
棄
を
見
か
け
た
ら
通
報
を

　

不
法
投
棄
は
、「
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
」
で
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。
違
反
し
た
場
合
は
、
次
の
い
ず
れ

か
、
ま
た
は
両
方
が
科
せ
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

⃝
５
年
以
下
の
懲
役

⃝

１
０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
（
法
人
の

場
合
は
３
億
円
以
下
の
罰
金
）

　

こ
の
た
め
、
市
は
不
法
投
棄
を
見
か
け

た
り
、
不
法
投
棄
さ
れ
た
物
か
ら
投
棄
者

が
分
か
っ
た
り
し
た
場
合
に
は
、
す
み
や

か
に
警
察
署
に
通
報
し
て
い
ま
す
。

　

も
し
不
法
投
棄
を
見
か
け
た
場
合
は
、

リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
、
ま
た
は
大
竹
警

察
署
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

通
報
先

⃝

市
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー　

　
☎
52
５
１
０
１

⃝

大
竹
警
察
署

　
☎
53
０
１
１
０

　

不
法
投
棄
の
防
止
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

質
問

　

議
員
の
人
は
贈
り
物
を
し
て
は
い
け
な

い
の
で
す
か
？

答
え

　

政
治
家
（
候
補
者
、
立
候
補
予
定
者
、

現
に
公
職
に
あ
る
者
）
と
私
た
ち
有
権
者

と
の
つ
な
が
り
は
と
て
も
大
切
で
す
。
し

か
し
、
金
銭
や
品
物
で
関
係
が
培
わ
れ
る

よ
う
で
は
、
明
る
く
適
正
な
選
挙
を
行
う

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
選
挙
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
に
贈
り
物
や
寄

付
を
行
う
こ
と
は
、
名
義
の
い
か
ん
を
問

わ
ず
特
定
の
場
合
を
除
い
て
一
切
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。
有
権
者
が
求
め
て
も
い
け

ま
せ
ん
。
冠
婚
葬
祭
に
お
け
る
贈
答
な
ど

も
寄
付
に
な
る
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

︻
三
な
い
運
動
︼

「
贈
ら
な
い
、求
め
な
い
、受
け
取
ら
な
い
」

・
政
治
家
は
有
権
者
に
寄
付
を
贈
ら
な
い

・
有
権
者
は
政
治
家
に
寄
付
を  

求
め
な
い

・
政
治
家
か
ら
有
権
者
へ
の
寄
付
は
受
け

取
ら
な
い

ク
イ
ズ

　

政
治
家
が
次
の
行
為
を
行
っ
て
も
良
い

で
し
ょ
う
か
？
○
（
良
い
）、
×
（
悪
い
）

で
考
え
て
く
だ
さ
い

○

病
気
見
舞
い
品
の
持
参

○

祭
り
へ
の
寄
付
や
差
し
入
れ

○

地
域
の
運
動
会
・
ス
ポ
ー
ツ
大
会
へ
の

飲
食
物
の
差
し
入
れ

○

葬
儀
の
花
輪
、
供
花

○

お
歳
暮
、
お
中
元

答
え

　
39
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

No.
53

不
法
投
棄
は
犯
罪

　
　
懲
役
、罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
―

問
い
合
わ
せ　

環
境
整
備
課
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー　

☎
52
５
１
０
１

選挙に関する
ま
め知識 ２

政治家は贈り物や寄付はできる？
問い合わせ　選挙管理委員会事務局　☎59-2188

選挙に関するちょっとした疑問にお答えするシリーズです。

めいすいくん
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